
施設名・☎ 通園学区 対　象
久那幼稚園
☎22‐1502

秩父地区、大滝地区
※ 各家庭での送迎が条件 ５歳児、４歳児、３歳児

（平成22年４月２日～平成
25年４月１日生）の市内在
住幼児

吉田幼稚園
☎77‐0796

吉田地区
※ 希望で園バスによる送
迎あり

荒川幼稚園
☎54‐3030

荒川地区、大滝地区
※ 希望で園バスによる送
迎あり

５歳児、４歳児（平成22年
４月２日～平成24年４月
１日生）の市内在住幼児

※ ３園とも完全給食を実施。いずれの幼稚園も１学級35人以内です。

願書配布　各幼稚園・学校教育課　
受付期間　11月13日㈮～12月11日㈮
保育時間　 幼稚園で異なるため、各幼稚園にお問い合わせ

ください。
申・問各幼稚園へ直接申し込み・お問い合わせください。

入室基準　 家庭の状況（保護者の就労等）により、放課後、児
童の保育ができない場合

受付期間　11月13日㈮～12月11日㈮
申込用紙配布（10月～）および受付場所
　 学校教育課（芸術文化会館２階）、吉田・荒川総合支所市
民福祉課

※ 家庭状況等の調査により入室の可否を決定し、平成28年１月下旬
に通知します。

入室決定は先着順ではありません。なお、基準を
満たしていても各学童保育室の入所状況により、
入所できない場合もあります。

　市内の認定こども園・私立幼稚園の入園については、各
施設に直接お問い合わせください。

施設名 所在地 電話番号
秩父こども園 東町26－７ ☎２２―１３８５
秩父国際幼稚園 上町２－17－34 ☎２２―０８３７
秩父さくら幼稚園 上町３－10－10 ☎２２―０６３２
秩父緑ガ丘幼稚園 寺尾1548 ☎２３―９３００
秩父ふたば幼稚園 中宮地町26－21 ☎２３―８６６６
かみたの幼稚園 荒川上田野994－15 ☎５４―００６２
大畑幼稚園 大畑町４－64 ☎２４―８２２１

　私立の学童保育施設でも利用申し込みを受け付けてい
ます。詳しくは直接、各施設へお問い合わせください。

施設名 所在地 電話番号
原谷学童クラブ 大野原2966 ☎２３－０７７４
かみたの
キッズクラブ 荒川上田野994－15 ☎５４－００６２

(かみたのキッズクラブ開設室)

利用時間　平日（月曜日から金曜日）放課後～午後４時30分
　　　　　春期・夏期・冬期の学校休業日
　　　　　午前９時～午後４時30分
受付期間　11月13日㈮～12月11日㈮
申込用紙配布（10月～）および受付場所
　学校教育課（芸術文化会館２階）
※ 受付終了後、入校の可否を決定し、平成28年２月下旬に通知します。

入校決定は先着順ではありません。なお、基準を
満たしていても各ふれあい学校の入校状況によ
り、入校できない場合もあります。

入所（園）基準　家庭の状況（保護者の仕事など）によ
り、就学前のお子さんの保育ができない場合。
受付期間　 11月13日㈮から12月11日㈮（必着）までの月

曜日から金曜日（祝日を除く。）
申請用紙配布・受付場所　こども課、吉田・大滝・荒川
総合支所市民福祉課
※ 申請用紙は10月20日㈫から各窓口・各保育所（園）に
て配布します。
※ 平日夜間・最終日曜窓口（28ページくらしのカレンダ
ー参照）でも受け付けします。　
入所（園）承諾　保育の必要性の有無を審査し、平成28
年１月下旬頃認定証を交付します。その後、家庭状況な
どを調査の上、入所の可否を決定し、２月中旬頃に通知
します。認定こども園については、内定の連絡後、各園
と契約を行ってください。
問こども課☎２５－５２０６
　吉田・大滝・荒川総合支所市民福祉課
　吉田☎７２－６０８２　大滝☎５５－０８６５
　荒川☎５４－２３９５

市立幼稚園

市立学童保育室

認定こども園・私立幼稚園

私立学童保育施設

秩父市ふれあい学校

幼稚園・学童保育室申し込み幼稚園・学童保育室申し込み平成28年度 問学校教育課☎２５－５２２８

保育所（園）・認定こども園保育所（園）・認定こども園
等の申し込み等の申し込み

平成28年度
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